
子どもの自殺予防 
教師が知っておきたい

平成21年3月 

　1998年以来、我が国では年間自殺者数が3万人を超え、深刻な社会問題となっています。この数

は、交通事故死者数の5倍以上にものぼります。なかでも最近高い自殺率を示している働きざかりの

人やお年寄りの自殺に社会の関心が向けられてきました。 

　しかし、子どもの自殺予防に対する関心は必ずしも高いとはいえないのが現実です。 

　このリーフレットは、平成21年2月に児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議で取りまと

められた「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」のマニュアルの一部を抜粋したものです。マニ

ュアルは、教師の皆さんに自殺予防に関して是非とも知っておいていただきたい基礎知識を中心に

まとめたものです。 

　自殺は「孤立の病」とも呼ばれています。子どもが発している救いを求める叫びに気付いて、周囲

との絆を回復することこそが、自殺予防につながります。自殺が現実に起きてしまう前に子どもは必

ず「助けて！」という必死の叫びを発しています。学校で毎日のように子どもに接している教師の皆さ

んこそが、この叫びを最初に受け止めるゲートキーパーでもあります。一人でこの問題を抱え込まず

に、周囲の同僚たち、子どもの家族、医療従事者などと協力してこの危機に向き合ってください。 

文部科学省 



（1）自殺未遂
（2）心の病
（3）安心感のもてない家庭環境
（4）独特の性格傾向（極端な完全主義、二者択一的思考、衝動性　など） 
（5）喪失体験（離別、死別、失恋、病気、怪我、急激な学力低下、予想外の失敗　など） 
（6）孤立感（とくに友だちとのあつれき、いじめ　など） 
（7）安全や健康を守れない傾向：（最近、事故や怪我を繰り返す） 

（1）ひどい孤立感：「誰も助けてくれない」としか思えない心理状態に陥り、頑なに自分の殻に閉じこもってしまいます。 
（2）無価値感：「私なんかいない方がいい」などといった考えがぬぐいされなくなります。 
（3）強い怒り：自殺の前段階として強い怒りを他者や社会にぶつけることもよくあります。　
（4）苦しみが永遠に続くという思いこみ：自分の苦しみが、永遠に続くと思いこみ、絶望的になっています。
（5）心理的視野狭窄：自殺以外の解決方法が全く思い浮かばなくなる心理状態です。 

　子どもの自殺は、一般的に考えられているよりもはるかに深刻です。中学・高校教師の5人に
1人は生徒の自殺に、3人に1人は自殺未遂に遭遇したことがあるという調査結果もあります。

1    子どもの自殺の実態 1    子どもの自殺の実態 

　自殺はある日突然、何の前触れもなく起こるというよりも、長い時間かかって徐々に危険な心
理状態に陥っていくのが一般的です。

2    自殺に追いつめられる子どもの心理 2    自殺に追いつめられる子どもの心理 

　子どもが自殺に追いつめられる前に、大人は自殺の危険性に気づくようにしたいものです。
次のような特徴を数多く認める子どもには潜在的に自殺の危険が高いと考える必要があります。

3    どのような子どもに自殺の危険が迫っているか 3    どのような子どもに自殺の危険が迫っているか 
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中・高校生の自殺者数（警察庁） 

中・高校生10万人に対する比率（警察庁） 

　小中高校生の自殺者数は、いじめ自殺という言葉が初めて登場した1979年やアイドル歌手の自殺やいじめ自殺の後に複数の自殺が誘発された1986
年のように突出している年もありますが、毎年300人前後で推移してきました。しかし、自殺率をみると、最近の少子化のため上昇傾向にあります。 
　全自殺者の中に占める未成年者の割合は約２％ですが、全体に占める割合が小さいからといって子どもの心の問題に真剣に取り組まないでいると、大
人になってからの心の健康に深刻な問題を生じることにもなりかねません。これから人生が始まろうという時期に自らの手で人生を閉ざすことほど悲しいこ
とはありません。他の子どもにとっても保護者にとってもあまりにも痛ましいことです。　 
 

中・高校生の自殺者数と自殺率

（警察庁発表の統計より阪中が作成：全国の中・高校生の総数 1986年：1137万人  2007年：707万人） 

はじめてのいじめ自殺報道

アイドル歌手の自殺といじめ自殺報道

いじめ自殺報道

大人の自殺者数3万人突破



　前項の特徴を数多く認める子どもに、普段と違った顕著な行動の変化が現れた場合には、自殺
直前のサインとして注意を払う必要があります。

4    自殺直前のサイン 4    自殺直前のサイン 

　信頼感のない人間関係では、子どもは心のSOSを出せません。子どもの中に「あの先生なら助
けてくれる」という思いがあるからこそ救いを求める叫びを発しているのです。

5    対応の原則 5    対応の原則 

　子どもから「死にたい」と訴えられたり、自殺の危険の高まった子どもに出会ったとき、教師自身が不安になったり、その
気持ちを否定したくなって、「大丈夫、頑張れば元気になる」などと安易に励ましたり、「死ぬなんて馬鹿なことを考えるな」
などと叱ったりしがちです。しかし、それでは、せっかく開き始めた心が閉ざされてしまいます。自殺の危険が高まった子ど
もへの対応においては、次のようなTALKの原則が求められます。 

　ＴＡＬＫの原則　

（1）Tell：言葉に出して心配していることを伝える。
（2）Ask：「死にたい」という気持ちについて、率直に尋ねる。
（3）Listen：絶望的な気持ちを傾聴する。
（4）Keep safe：安全を確保する。

◆その他のサイン例 

・ 自分より年下の子どもや動物を虐待する。 
・ 学校に通わなくなる。 
・ 友人との交際をやめて、引きこもりがちになる。 
・ 家出や放浪をする。 
・ 乱れた性行動に及ぶ。　 
・ 過度に危険な行為に及ぶ、実際に大怪我をする。 
・ 自殺にとらわれ、自殺についての文章を書いたり、 
 自殺についての絵を描いたりする。 
 

・ これまでに関心のあった事柄に対して興味を失う。 
・ 注意が集中できなくなる。　　　　 
・ いつもなら楽々できるような課題が達成できない。 
・ 成績が急に落ちる。 
・ 不安やイライラが増し、落ち着きがなくなる。 　　　　　　　  
・ 投げやりな態度が目立つ。 
・ 身だしなみを気にしなくなる。 
・ 健康や自己管理がおろそかになる。 
・ 不眠、食欲不振、体重減少などのさまざまな身体の不調を訴える。 

重要な人の
最近の自殺
重要な人の
最近の自殺

自殺のほのめかし自殺のほのめかし
アルコールや
薬物の乱用
アルコールや
薬物の乱用

別れの用意
（整理整頓、大切な
   ものをあげる）

別れの用意
（整理整頓、大切な
   ものをあげる）

最近の喪失体験最近の喪失体験

家出家出自傷行為自傷行為

怪我を繰り返す傾向怪我を繰り返す傾向

自殺計画の具体化自殺計画の具体化

行動、性格、身なりの
突然の変化

行動、性格、身なりの
突然の変化



〈参 考〉
 「教師が知っておきたい　子どもの自殺予防」のマニュアル等は、下記のホームページにも掲載していますの
で、ご活用ください。

　　　　 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/index.htm

1） ひとりで抱え込まない  
　自殺の危険の高い子どもをひとりで抱えこまないことが大切です。チームによる対

応は、多くの目で子どもを見守ることで生徒に対する理解を深め、共通理解を得るこ

とで教師自身の不安感の軽減にもつながります。 

 
2） 急に子どもとの関係を切らない

　自殺の危険の高い子どもに親身に関わっていると、しがみつくように依存してくるこ

とも少なくありません。昼夜分かたず関わっていたかと思うと、疲れてしまって急に関

係を切ってしまうといった態度は、子どもを不安にさせます。子どもとの間には継続的

な信頼関係を築くことが大切です。 

 
3）「秘密にしてほしい」という子どもへの対応

　子どもが「他の人には言わないで」などと訴えてくると、ひとりだけで見守っていくというような対応に陥りがち

です。自殺の危険はひとりで抱えるには重過ぎます。子どものつらい気持ちを尊重しながら、保護者にどう伝える

かを含めて、他の教師ともぜひ相談してください。 
 
4） 手首自傷（リストカット）への対応

　自傷行為は、将来起こるかもしれない自殺の危険を示すサインです。あわてず、しかし真剣に対応して、関係機

関につなげることが大切です。子どもははじめは抵抗を示すかもしれませんが、本人の苦しい気持ちを認めるよ

うな姿勢で関わってください。 

 

　子どもが自殺という行為に及ぶ前には、救いを求める必死

の叫びをあげていることがほとんどです。そのサインを的確

にとらえ、自殺の危険を察知したら、正面から向きあって真剣

に関わっていくことが大切です。 

　自殺はたったひとつの原因から生じるのではなく、さまざま

な複雑な問題が重なって起きています。誰かがひとりだけで

自殺の危険の高い子どもを支えることはできません。きめ細

かな対応を進めていくには、学校におけるさまざまな役割を

担った教職員の間で十分な連携を図ることが大切です。 

　また、学校、家庭、他の関係機関、地域の人々がそれぞれの

立場で協力して、子どもが危機を乗り越えるのを手助けする

必要があります。それぞれの能力と限界を見きわめながら、

子どもを守るという視点を忘れずに、協力体制を築くことを

考えてみてください。 

6    対応の留意点 6    対応の留意点 

7    まとめ 7    まとめ 




